
 【 現職事業 】

 貸付金利率の引き下げ ※ 新しい貸付利率は、すでに借りている方にも適用されます。

 貸付金利率の基準となる特例基準割合（国税での利子税や延滞税の目安となる基準）の引き下げに伴い、
令和５年４月から貸付金利率を次のとおり引き下げます。

 【 退職互助部事業 】

　退職互助部制度は、定年引上げよる影響を検討するために開催された財政等検討委員会の結果に基づき、令
和５年度から全面的な制度改定となりました。

 ・ 現職会員の加入資格について

　３５歳になった次の年度の４月１日から自動加入になります。（３５歳以上の転入者含む。）

※ 令和５年３月３１日時点で３５歳以上の未加入者は、現行どおり希望制

 ・ 一括払掛金の算定方法について

 ・ 退職会員の取扱いについて

 加入年齢  ５５歳以上（５５歳未満は脱退）  ４５歳以上（４５歳未満は脱退）

 配偶者会員  加入配偶者

 掛金  特別会員と同額を一括納入  掛金なし

 適用事業  全事業対象  一部の事業のみ対象

 対象年齢  ５５～８５歳になるまで  ７５歳になるまで

令和５年度事業変更点のお知らせ

 ※ 特別会員になる資格がある者は、配偶者会員に
　　なれない。（低い方の掛金で加入できない。）

 名称  ※夫婦とも現職会員の場合、どちらかが加入配偶
　　者になれる。

 2,000円控除し、80％乗じた額

　６０歳以降の給料水準が７割になるため、従来の方法で一括払掛金を算出すると退職時の年齢により差が
生じることになります。そのため、下表による算出とします。

 配偶者
 加入の
 場合

　定年延長前の対象者（R5.3.31以前の退職者）を 「旧制度会員」、実施後の対象者（R5.4.1以降の退職者）
を「新制度会員」として取り扱います。主な改正内容は、下表のとおりです。

３００月 （退職月の給料月額×100/70）×3/1000

 ６１歳～６５歳までの間 ６０月  退職月の給料月額×3/1000

一般・自動車・結婚・子育て支援（子育て中の子が
２人以内）・教育・医療・介護・住宅貸付け

子育て支援（子育て中の子が
３人以上）・災害貸付け

 3,000円控除し、80％乗じた額
 加入配偶者
 遺族会員

 特別会員

 埋葬料
 退職会員となった日から３年以内に死亡した
 場合に給付（30,000～70,000円）

 退職会員となった日から4年以内に死亡した
 場合に給付（20,000～100,000円）

 入院見舞金
 特別会員が７５～８５歳になるまでの間に
 5日以上入院したとき、1日につき1,000円
 を給付

適用なし

 退会給付金 適用なし
 退職会員となった日から２０年以内に退会を希
 望した場合に給付（10,000～100,000円）

療
養
補
助
金

 給付額  2,000円控除し、80％乗じた額

一括払掛金
（ 不足月数 × 下記の掛金月額 ）退職時年齢 算定期間

特例基準
割合

現　行

変更後

1.0%

0.9%

 　仮に、退職時、退職会員になることを希望しない場合は、既納入分の掛金を脱退一時金として全額返
 金するため、不利になることはありません。

区分 必要
納入月数

※ 定年延長により掛金納入期間が延びる（300月→360月）ことから、未加入期間分の一括払掛金の負担
 軽減及び加入時期の違いによる掛金総額の差を考慮。

0.6%

0.5%

1.0%

0.9%

 給料月額×1000/3×３６０月
（ ３０年間：３６～６５歳 ）

 給料月額×1000/3×３００月
（ ２５年間：３６～６０歳 ）

 掛金額

 ５５～６０歳
 ３６歳～６０歳までの間 ３００月  退職月の給料月額×3/1000

 ６１歳～６５歳までの間 ６０月 （退職月の給料月額×70/100）×3/1000

 ６１歳以降
 ３６歳～６０歳までの間

≪ 旧制度会員 ≫≪ 新制度会員 ≫


